
Ｈ27［昇給前］
2－74（6）
2－68

Ｈ26
1－138（15）
1－123

Ｈ25
1－138（19）
1－119

Ｈ24
1－138（23）
1－115

Ｈ23
1－138（27）
1－111

Ｈ22．4．1
1－138（31）
1－107

Ｈ22．3．31
1－103ア

イ

号給の切替え 昇 格

Ｈ27［昇給前］
3－86
3－86

Ｈ26
2－142（4）
2－138

Ｈ25
2－142（8）
2－134

Ｈ24
2－142（12）
2－130

Ｈ23
2－142（16）
2－126

Ｈ22．4．1
2－142（20）
2－122

Ｈ22．3．31
2－118ア

イ

第七号区分

130

146

主任主事

技能主任

主任教諭

第六号区分

150

168

－

技能長

－

第五号区分

165

185

係長

統括技能長

－

第四号区分

185

207

総括係長

－

副園長

区 分

現 行

見直し後

行政系職員

技能系・業務系職員

幼稚園教育職員

在
職
一
年
度
当
た

り
の
ポ
イ
ン
ト

適
用
区
分

見直し後
68

現 行
60

見直し後
22

現 行
20

停職の処分を受けた者

3号

【現行】

減給、戒告の処分を受けた者

2号

停職の処分を受けた者

4号

【見直し後】

減給、戒告の処分を受けた者

3号

業務職給料表の号給の切替えに伴う昇給調整措置の見直しについて
業務職給料表の号給の切替えに伴う昇給調整措置の 見直しについて（補足資料）

業務職給料表の号給の切替えに伴う
昇給調整措置の見直しについて（案）

1 趣旨
昇任・昇格した職員の士気の維持・向上を図るため、
業務職給料表の号給の切替えに伴う昇給調整措置につい
て見直す。

2 内容
残りの切替調整号数がある者が昇格した場合について
は、昇格した日に、次のアの号数からイの号数を減じて
得た号数をその者の残りの切替調整号数とする。

ア 昇格後の職務の級の号給
イ 平成22年3月31日に受けていた職務の級及び号給
を基礎として、業務職給料表の号給の切替えがなか
ったとした場合に得られる昇格後の職務の級の号給
なお、アの号数からイの号数を減じて得た号数が零と
なる場合は、切替調整号数の適用を終了する。

3 適用年月日
平成27年4月1日

◆ 見直しの内容について

残りの切替調整号数がある者が昇格した場合については、昇格した日に、次のアの号数か
らイの号数を
減じて得た号数をその者の残りの切替調整号数とする。
ア 昇格後の職務の級の号給
イ 平成22年3月31日に受けていた職務の級及び号給を基礎として、業務職給料表の号給
の切替えがなかったとした場合に得られる昇格後の職務の級の号給

なお、アの号数からイの号数を減じて得た号数が零となる場合は、切替調整号数の適用を
終了する。

イメージ図

昇格した日の残りの
切替調整号数

（0となる場合は、切替調整号数の適用を終了する。）

具 体 例
� 残りの切替調整号数がある者が、平成27年度に昇格した場合の例

※ 括弧内の数字は、切替調整号数の残号数を示す。
※ 各年度の級号給及び切替調整号数の残号数は、当該年度の昇給後の値を示す。（平成27年度
を除く。）

※ 号給の推移は、毎年度昇給区分Ｃ（4号）による昇給と仮定

� アとイの差の号数が0となり、切替調整号数の適用が終了となる例

◆ 在職者調整の実施について
見直しの実施に伴い、現行の制度下で昇格した者との間に生じる不均衡を解消するため、在

職者調整を実施

業務職給料表の号給の切替え（平成22年度）から平成26年度までの間に昇格した者につ
いて、上記の見直しの内容を遡って適用し、平成27年4月1日時点の号給及び切替調整号
数の残号数を再計算する。

退職手当の見直しについて（案）
1 趣旨
地域手当の支給割合の見直し等による影響を踏まえ、現行の支給水準の範囲
内で、在職期間中の職務・職責に応じた貢献度をより一層反映できるよう、退
職手当の調整額について、見直しを行う。

2 見直しの内容
退職手当の調整額のポイントを以下のとおり見直す。

3 技能系・業務系職員等の特例措置
第七号区分のポイントを見直すことに伴い、技能系・業務系職員等の特例措
置を以下のとおりとする。
① 定年退職等により退職する者が、その者の評価期間のうち、平成19年度ま
での間において、1級職に在職した期間（以下、「対象期間」という。）につ
いては、1年度につき、下表に定める数を合計した数に、調整額の単価を乗
じて得た額を、その者の調整額に加算する。

② ①の加算を受ける者のうち、平成19年度までの間に業務職給料表における
職務の級が2級以上（平成16年度以前は職務の級が3級以上）であった者に
ついては、①において加算する額に、対象期間1年度につき、下表に定める
数を合計した数に、調整額の単価を乗じて得た額を加算する。

4 実施時期
平成27年4月1日

処分による昇給抑制の
見直しについて（案）

1 趣旨
公務における信賞必罰の人事管理を徹底する観点から懲戒処分
による昇給抑制の見直しを行う。

2 見直しの内容
処分による昇給抑制について、以下のとおり見直す。

勤務成績に応じて決定された区分がＡ又はＢの場合にあって
は、当該区分の昇給の号給数にかかわらず、4号から上表に掲げ
る号数を抑制する。

3 実施時期
平成28年4月1日

平成22年3月31日に受けていた職務の級
及び号給を基礎として、業務職給料表の
号給の切替えがなかったとした場合に得
られる昇格後の職務の級の号給

�
�
�

�
�
�

号給の切替えがなかった
とした場合の昇格後の号給

昇格後の職務の級の号給

�
�
�
実際の昇格後の号給

�
�
�

ア イ

昇 格

アとイの差の号数

号給の切替え

第980号せ い そ う 労 働 者（７）２０１４年１１月２８日



勤勉手当に係る支給月数の改正について

●
平
成
26
年
度
給
与
改
定
清
掃
労
組
要
求
に
対
す
る
当
局
回
答

清
掃
労
組
要
求
書

当
局
の
考
え
方

2
�
人
事
制
度
の
改
善
に
つ
い
て

①

多
種
・
多
様
化
す
る
特
別
区
の
清
掃
事
業
の
実
態
や
、
区
民
の
期
待
や
要
望
に
十

分
応
え
る
た
め
に
も
統
括
技
能
長
及
び
技
能
長
・
技
能
主
任
の
設
置
基
準
を
改
善
し

増
員
す
る
こ
と
。
ま
た
、
新
た
な
技
能
長
区
分
の
設
置
な
ど
の
改
善
を
図
る
こ
と
。

○
統
括
技
能
長
職
及
び
技
能
長
職
・
技
能
主
任
の
増
員
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
の

実
態
を
踏
ま
え
、
各
任
命
権
者
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。
○

現
行
の
4
層
制

の
人
事
制
度
に
お
い
て
、
新
た
な
職
の
分
化
が
見
ら
れ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。

②

昇
任
選
考
に
積
極
的
に
応
募
で
き
る
職
場
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

○
昇
任
選
考
の
運
用
面
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
に
お
い
て
適
切
な
対
応
が
な
さ

れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

③

統
括
技
能
長
や
技
能
長
に
欠
員
が
生
じ
な
い
よ
う
、
各
区
の
退
職
職
員
数
や

配
置
実
態
等
を
踏
ま
え
、
将
来
に
わ
た
り
安
定
的
に
欠
員
を
補
充
で
き
る
制
度

と
す
る
こ
と
。

○
統
括
技
能
長
や
技
能
長
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
に
お
い
て
適
切
な
対

応
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

④

統
括
技
能
長
職
・
技
能
長
職
の
昇
任
選
考
に
あ
た
っ
て
は
、
2
0
0
7
年
度

か
ら
2
0
1
3
年
度
の
欠
員
状
況
の
実
態
を
踏
ま
え
、
23
区
統
一
的
選
考
を
行

う
こ
と
。
も
し
く
は
清
掃
特
例
や
派
遣
制
度
の
活
用
で
人
事
交
流
を
活
発
化
す

る
こ
と
。

○
統
括
技
能
長
職
及
び
技
能
長
職
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
に
お
け
る
人
事
管
理
・
事
業
方
針
等

に
基
づ
い
て
選
考
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
統
一
選
考
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る
も
の
で
は
な
い
。

○
人
事
交
流
に
つ
い
て
は
、
本
人
希
望
と
各
特
別
区
の
人
事
管
理
上
の
判
断
を
前
提
と
し
て
い
る

中
で
、
制
度
的
な
対
応
は
困
難
で
あ
る
。

⑤

人
材
育
成
の
観
点
か
ら
も
技
能
長
業
務
の
研
修
期
間
等
を
考
慮
し
た
配
置
を

す
る
な
ど
職
場
環
境
の
改
善
を
講
じ
る
こ
と
。

○
人
材
育
成
や
職
場
環
境
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
に
お
い
て
適
切
に
対
応
が
な

さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

⑥

精
神
疾
患
を
抱
え
る
職
員
が
生
じ
な
い
よ
う
原
因
究
明
に
努
め
、
発
生
防
止

や
早
期
発
見
に
つ
な
が
る
具
体
的
な
予
防
策
を
講
じ
る
こ
と
。

○
各
特
別
区
に
お
い
て
、
研
修
・
講
演
会
の
実
施
、
相
談
員
の
配
置
等
を
行
っ
て
お

り
、
引
き
続
き
心
の
健
康
づ
く
り
対
策
等
が
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

⑦

現
業
系
職
員
の
大
多
数
が
中
途
採
用
職
員
と
い
う
実
態
を
踏
ま
え
、
前
歴
加
算
年
数
や
任
用
資
格
基
準

を
抜
本
的
に
改
善
す
る
こ
と
。
設
置
基
準
の
算
定
基
礎
数
に
、「
再
任
用
職
員
・
再
雇
用
職
員
等
を
含
む

こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
2
0
0
8
年
統
一
交
渉
妥
結
を
各
区
で
尊
重
し
、
引
き
続
き
改
善
す
る
こ
と
。

○
こ
れ
ま
で
の
改
正
に
よ
り
所
要
の
見
直
し
が
図
ら
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

○
設
置
基
準
の
算
定
基
礎
数
に
再
任
用
職
員
・
再
雇
用
職
員
等
を
含
め
る
か
ど
う
か

は
、
各
特
別
区
の
実
態
を
踏
ま
え
、
各
任
命
権
者
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑧

技
能
Ⅴ
及
び
Ⅵ
の
職
種
に
従
事
す
る
職
員
の
希
望
に
よ
る
転
職
に
関
わ
る
年

齢
制
限
を
撤
廃
す
る
こ
と
。

○
現
時
点
で
は
見
直
し
を
考
え
て
い
な
い
。

3
�
給
与
制
度
等
の
改
善
に
つ
い
て

②

技
能
Ⅴ
・
Ⅳ
に
関
わ
る
初
任
給
格
付
に
あ
た
っ
て
は
、
身
分
切
替
職
員
と
同
様
困

難
な
業
務
を
担
う
以
上
、
身
分
切
替
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
改
善
す
る
こ
と
。

○
初
任
給
に
つ
い
て
は
、
行
政
系
、
技
能
系
・
業
務
系
を
含
め
、
総
合
的
に
考
慮
し
て

決
定
し
て
お
り
、
技
能
Ⅴ
・
Ⅵ
の
初
任
給
の
み
を
改
善
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

③

職
責
の
有
無
の
み
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
験
・
知
識
と
も
豊
富
な
職
員
の
区
政

に
対
す
る
貢
献
度
を
職
務
能
力
と
し
て
評
価
し
、
給
与
処
遇
に
反
映
さ
せ
る
こ

と
。

○
職
員
の
給
与
処
遇
に
つ
い
て
は
、
能
力
・
業
績
及
び
職
責
に
基
づ
く
人
事
・
給

与
制
度
の
構
築
に
努
め
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
職
員
の
能
力
と
成
果
を
的

確
に
、
給
与
処
遇
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
。

⑤

勤
勉
手
当
に
関
わ
り
、
一
律
拠
出
適
用
者
の
拡
大
は
行
わ
な
い
こ
と
。

○
1
級
職
に
対
す
る
一
律
拠
出
割
合
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
能
力
と
成
果
を
的
確
に
給
与
処
遇
に
反
映

し
て
い
く
観
点
か
ら
、
今
後
も
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

○
成
績
率
の
一
律
拠
出
割
合
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、今
後
、検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

⑥

勤
勉
手
当
の
成
績
率
導
入
の
実
施
結
果
に
関
す
る
検
証
を
行
う
こ
と
。

○
勤
勉
手
当
の
成
績
率
に
つ
い
て
は
、
各
区
に
行
っ
た
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、

検
証
を
行
っ
て
い
く
。

⑦

査
定
昇
給
に
関
わ
り
、
現
業
系
職
員
の
査
定
区
分
を
技
能
長
以
上
と
技
能
主

任
以
下
と
に
区
分
す
る
こ
と
。

○
昇
給
に
お
け
る
職
員
の
区
分
を
、
技
能
長
以
上
と
技
能
主
任
以
下
と
に
区
分
す

る
こ
と
は
、
現
状
で
は
困
難
で
あ
る
。

⑧

職
員
の
勤
務
意
欲
を
維
持
・
高
揚
さ
せ
る
た
め
に
も
、
年
齢
に
よ
る
昇
給
抑

制
制
度
を
改
善
す
る
こ
と
。

○
こ
の
間
、年
齢
に
よ
る
昇
給
抑
制
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。引
き
続
き
、

年
齢
に
よ
る
昇
給
抑
制
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
現
状
で
の
対
応
は
困
難
で
あ

る
。
今
後
も
国
、
他
団
体
の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

⑨

公
務
労
働
は
民
間
企
業
の
効
率
と
利
潤
追
求
を
目
的
と
し
た
労
働
と
は
そ
の
質
が
違
う
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
現
行
制
度
の
勤
勉
手
当
の
成
績
率
及
び
査
定
昇
給
制
度
を
廃
止
し
、
改
め
て
労
使
に
よ
る
十
分

な
協
議
を
踏
ま
え
、
客
観
性
・
合
理
性
・
公
平
性
を
備
え
た
納
得
で
き
る
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
。

○
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
向
上
や
行
政
運
営
の
効
率
化
・
活
性
化
を
行
っ
て
い
く
に
は
、
年
功
的
要
素
を
縮
小

し
、
職
員
の
能
力
・
業
績
及
び
職
責
を
的
確
に
反
映
し
た
人
事
・
給
与
制
度
を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
勤
務
成
績
を
反
映
さ
せ
る
勤
勉
手
当
の
成
績
率
及
び
昇
給
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

4
�
高
齢
期
雇
用
制
度
に
つ
い
て

②

「
定
年
延
長
」
で
あ
れ
、「
再
任
用
の
義
務
化
」
で
あ
れ
、
体
力
的
な
問
題
か
ら
任
用
期

間
を
最
後
ま
で
全
う
で
き
な
い
職
員
が
生
じ
な
い
よ
う
、職
域
を
幅
広
く
設
定
す
る
な
ど
、

清
掃
事
業
の
労
働
の
事
態
を
踏
ま
え
た
制
度
設
計
（
職
場
環
境
の
整
備
）
を
行
う
こ
と
。

○
職
場
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
に
お
い
て
適
切
な
対
応
が
な
さ
れ

る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

③

雇
用
と
年
金
の
確
実
な
接
続
を
保
障
す
る
観
点
か
ら
も
、
希
望
者
全
員
が
任

用
さ
れ
る
制
度
と
す
る
こ
と
。

○
雇
用
と
年
金
の
接
続
の
た
め
の
再
任
用
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
に
お
い
て
適

切
な
対
応
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

5
�
そ
の
他
の
諸
制
度
に
つ
い
て

①

扶
養
手
当
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
対
策
を
踏
ま
え
て
現
行
支
給
額
の
引
き
上

げ
な
ど
の
改
善
を
行
う
こ
と
。

○
扶
養
手
当
は
、
人
事
委
員
会
勧
告
に
従
っ
て
措
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
支
給
額

の
引
上
げ
等
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
対
応
困
難
で
あ
る
。

②

住
居
手
当
は
、
民
間
企
業
や
国
家
公
務
員
、
他
の
自
治
体
な
ど
の
住
居
制
度

を
精
確
に
把
握
し
、
東
京
に
お
け
る
住
宅
事
情
を
考
慮
し
た
抜
本
的
な
制
度
改

革
を
行
い
、
支
給
額
を
増
額
す
る
こ
と
。

○
住
居
手
当
に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
、
自
宅
に
係
る
住
居
手
当
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
有
為
な
人
材
を
確
保

す
る
観
点
な
ど
か
ら
一
定
の
年
齢
層
の
職
員
に
加
算
措
置
を
設
け
る
等
、
改
正
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
支
給
額
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
の
対
応
は
困
難
で
あ
る
。

③

清
掃
職
場
で
は
、�
車
付
雇
上
�
に
代
表
さ
れ
る
非
正
規
労
働
者
、
臨
時
職
員
や
非
常

勤
職
員
の
活
用
が
拡
大
の
一
途
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
職
員
の
賃
金
は
、
正
規
職
員
と
の
均

等
待
遇
や
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
の
観
点
か
ら
も
23
区
統
一
と
し
、
改
善
を
図
る
こ
と
。

○
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
職
員
の
報
酬
額
等
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
が
決
定
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
状
で
の
対
応
は
困
難
で
あ
る
。

④

労
働
組
合
活
動
は
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
る
労
働
者
の
権
利
で
あ
り
、
労
働
組
合
活
動
に
対
す
る
行
政
処
分
は
、
不
当

な
も
の
で
あ
る
。
新
た
な
処
分
を
行
わ
な
い
と
と
も
に
、
過
去
の
処
分
に
つ
い
て
撤
回
し
、
実
損
の
回
復
を
行
う
こ
と
。

○
地
方
公
務
員
の
争
議
行
為
は
、
地
公
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
禁
止
さ
れ
、
か
つ
、
あ

お
り
行
為
等
を
処
罰
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
今
後
も
法
に
則
り
適
切
に
対
処
す
る
。

第980号（８）せ い そ う 労 働 者せ い そ う 労 働 者２０１４年１１月２８日


